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都幾川シャトルズスポーツ少年団より
ファミリーバドミントン教室開催

対象      小学生と親小学生と親（申込不要、参加無料）（申込不要、参加無料）

日時     4月13日㈯・20日㈯・27日㈯   4月13日㈯・20日㈯・27日㈯
　　 　※全 3 回（1 回でも可）　　 　※全 3 回（1 回でも可）
　　　  9時30分~11時30分　　　  9時30分~11時30分

場所      体育センター（せせらぎホール）体育センター（せせらぎホール）

準備     体育館シューズ、運動できる服装、   体育館シューズ、運動できる服装、
飲み物飲み物

問   細田 細田 ☎☎ 6565--24952495

スポーツ協会空手道部より
空 手 教 室 を 開 催 し ま す
対象      小学生以上小学生以上（申込不要、参加無料）（申込不要、参加無料）

日時     4月6日㈯・13日㈯・20日㈯・27日   4月6日㈯・13日㈯・20日㈯・27日
㈯  17時30分~19時㈯  17時30分~19時

場所      体育センター（せせらぎホール）体育センター（せせらぎホール）

準備    運動できる服装  運動できる服装

指導     日本スポーツ協会公認   日本スポーツ協会公認
　　　  スポーツ指導員　空手道コーチ　　　  スポーツ指導員　空手道コーチ
問   小峯 小峯 ☎☎ 080080--50125012--30863086

イベント・催し

イベント・催し

チャイルドシートの
リサイクルをやっています！

ときがわ町社会福祉協議会では、チャイルドときがわ町社会福祉協議会では、チャイルド
シートを寄付していただき、希望者へ譲渡をシートを寄付していただき、希望者へ譲渡を
しています。不要となったチャイルドシートしています。不要となったチャイルドシート
の寄付をお待ちしています。また、チャイルの寄付をお待ちしています。また、チャイル
ドシートが欲しいとお考えの方も受け付けてドシートが欲しいとお考えの方も受け付けて
います。詳しくはお問い合わせください。います。詳しくはお問い合わせください。

対象     【希望者】町内在住の子育て中のご   【希望者】町内在住の子育て中のご
家庭につき 1 台家庭につき 1 台

　　　  【寄附】安全基準に適合したもの　　　  【寄附】安全基準に適合したもの
　　　  　　　  （概ね 2016 年以降製造）（概ね 2016 年以降製造）
　　 　 　　 　 ※ベビーシート、ジュニアシートも可※ベビーシート、ジュニアシートも可
　　　  　　　  ※ 状態によっては提供をお断りする場合があ※ 状態によっては提供をお断りする場合があ

りますります

問  ときがわ町 ときがわ町社会福祉協議会 社会福祉協議会 ☎☎ 6565--15361536

子育て応援きっぷを使って
みませんか
町では、「子育て応援きっぷ」を該当する家町では、「子育て応援きっぷ」を該当する家
庭に発券しています。医者にかかりたい時、庭に発券しています。医者にかかりたい時、
少しの間リフレッシュしたい時など、お子さ少しの間リフレッシュしたい時など、お子さ
んをお預かりする、ときがわ町だけのサービんをお預かりする、ときがわ町だけのサービ
スです。３月下旬、利用対象者宛に切符を発スです。３月下旬、利用対象者宛に切符を発
送します。切符が届かない等ございましたら送します。切符が届かない等ございましたら
お問い合わせください。また、お子さんが町お問い合わせください。また、お子さんが町
外幼稚園などに通園している家庭に切符が届外幼稚園などに通園している家庭に切符が届
いた場合は、福祉課に返却をお願いします。いた場合は、福祉課に返却をお願いします。

対象       町内在住の、生後 4 か月から就学前 町内在住の、生後 4 か月から就学前
までのお子さんを在宅で子育てされまでのお子さんを在宅で子育てされ
ている方（保育園・幼稚園等に通っている方（保育園・幼稚園等に通っ
ていないお子さんが対象）ていないお子さんが対象）

問     福祉課 福祉課 ☎☎ 6565--08130813

埼玉県食品表示調査員を募集
対　象      県内在住で 18 歳以上の方 県内在住で 18 歳以上の方

任　期      令和 6 年 6 月～令和 7 年 3 月 令和 6 年 6 月～令和 7 年 3 月

申込み      3 月 28 日㈭から 4 月 18 日㈭ま   3 月 28 日㈭から 4 月 18 日㈭ま
でで（必着）（必着）に、郵便、FAX または県に、郵便、FAX または県
HP から電子申請で申込みHP から電子申請で申込み

問  埼玉県農産物安全課 埼玉県農産物安全課  ☎☎ 048048--830830--41104110

１１ 地域振興（地域の環境美化、景観の保全・地域振興（地域の環境美化、景観の保全・
管理、にぎわい創出等）に関する事業管理、にぎわい創出等）に関する事業

２２ 商工振興（特産品の新規開発・生産等）に商工振興（特産品の新規開発・生産等）に
関する事業関する事業

３３ 観光振興（町の魅力発信、観光入込客の観光振興（町の魅力発信、観光入込客の
増加促進等）に関する事業増加促進等）に関する事業

  申請期限
　令和 6 年 5 月 31 日㈮　令和 6 年 5 月 31 日㈮
　※ 申請書類に不備があると受理できません。　※ 申請書類に不備があると受理できません。

  補助対象事業者
　 対象となるのは、次に掲げる要件のいずれ　 対象となるのは、次に掲げる要件のいずれ

にも該当する事業者です。にも該当する事業者です。
　   設立から 3 年以内で、町内に拠点があり、設立から 3 年以内で、町内に拠点があり、

かつ町内で活動する団体であること。かつ町内で活動する団体であること。
　　     団体を組織する者（会員等）の人数が団体を組織する者（会員等）の人数が

５人以上、かつその６割以上が町内に５人以上、かつその６割以上が町内に
在住していること。在住していること。

　  　※ 同一年度に申請のあった複数団体において　  　※ 同一年度に申請のあった複数団体において
会員等となっている者は、いずれか１つの会員等となっている者は、いずれか１つの
団体でのみ会員等の人数に算入します。団体でのみ会員等の人数に算入します。

　　     組織の運営に関する規約等があり、代組織の運営に関する規約等があり、代
表者を有すること。表者を有すること。

  申請書類
　 申請書・団体等の会則・会員名簿・事業計　 申請書・団体等の会則・会員名簿・事業計

画・予算書等の提出が必要となります。画・予算書等の提出が必要となります。
　※ 申請書は、商工観光課にあります。事前相談の　※ 申請書は、商工観光課にあります。事前相談の

際にお渡しします。際にお渡しします。

   補助の対象となる経費
　令和 6 年度に実施される活動経費のうち、　令和 6 年度に実施される活動経費のうち、
　① 講師謝礼　① 講師謝礼
　②  消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱　②  消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱

水費、修繕料水費、修繕料
　③ 通信運搬費、広告料、手数料　③ 通信運搬費、広告料、手数料
　④ 使用料、賃借料　④ 使用料、賃借料
　⑤ 原材料費　⑤ 原材料費
　⑥ 備品購入費　⑥ 備品購入費

   その他事項
　〇  補助金交付決定団体数が多い場合は、補助金交付決定団体数が多い場合は、

補助金交付額が満額とならない場合が補助金交付額が満額とならない場合が
あります。あります。

　〇  不適切な活動や補助金の目的外使用が 不適切な活動や補助金の目的外使用が
あった場合、町に補助金を返還していあった場合、町に補助金を返還してい
ただきます。ただきます。

　〇  過去にこの補助金の交付を受けた補助対 過去にこの補助金の交付を受けた補助対
象事業者が、交付後 10 年以上継続して象事業者が、交付後 10 年以上継続して
補助対象事業を実施している場合は、１補助対象事業を実施している場合は、１
回に限り補助を受けることができます。回に限り補助を受けることができます。

  補助対象事業

この事業は、新たに実施する魅力あるまちづ

くり活動を支援するため、予算の範囲内にお

いて年間最大 10 万円の補助金を交付するも

のです。

まちづくり
活動支援事業
補助金のお知らせ

募集・手続

募集・手続

募集・手続

募集・手続 問   商工観光課 商工観光課 ☎☎ 6565--15841584
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